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の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
定
計
量
器
の
分
類
は
、

の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
定
計
量
器
の
分
類
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
種
類
に
つ
い
て
、
下
欄
の
と
お
り

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
種
類
に
つ
い
て
、
下
欄
の
と
お
り

の
分
類
と
す
る
。

の
分
類
と
す
る
。

特
定
計
量
器
の
種
類

特
定
計
量
器
の
分
類

特
定
計
量
器
の
種
類

特
定
計
量
器
の
分
類

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

質
量
計

電
気
式
は
か
り
（
自
動
は
か
り
を
除
く
。
）

質
量
計

電
気
式
は
か
り

手
動
天
び
ん

手
動
天
び
ん

等
比
皿
手
動
は
か
り

等
比
皿
手
動
は
か
り

棒
は
か
り

棒
は
か
り

そ
の
他
の
手
動
は
か
り
（
等
比
皿
手
動
は
か

そ
の
他
の
手
動
は
か
り
（
等
比
皿
手
動
は
か

り
を
除
く
皿
手
動
は
か
り
、
棒
は
か
り
を
除

り
を
除
く
皿
手
動
は
か
り
、
棒
は
か
り
を
除

く
さ
お
は
か
り
、
懸
垂
式
は
か
り
及
び
台
手

く
さ
お
は
か
り
、
懸
垂
式
は
か
り
及
び
台
手

動
は
か
り
を
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む
。
）

動
は
か
り
を
含
む
。
）

ば
ね
式
指
示
は
か
り

ば
ね
式
指
示
は
か
り

手
動
指
示
併
用
は
か
り

手
動
指
示
併
用
は
か
り

そ
の
他
の
指
示
は
か
り

そ
の
他
の
指
示
は
か
り

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

［
新
設
］

充
塡
用
自
動
は
か
り

［
新
設
］

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

［
新
設
］

自
動
捕
捉
式
は
か
り

［
新
設
］
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そ
の
他
の
自
動
は
か
り

［
新
設
］

分
銅

分
銅

定
量
お
も
り

定
量
お
も
り

定
量
増
お
も
り

定
量
増
お
も
り

自
重
計

自
重
計

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


